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Ⅰ 令和 7 年度事業計画方針 

一般財団法人大田区環境公社は、平成 29 年１月の設立以来、区とともに大田区

民の健康で文化的な生活を確保するために、環境と清掃に関する事業に取り組んで

まいりました。 

平成 29 年４月に区の「可燃ごみ収集事業」の一部を受託して以降、受託エリア

の拡大に努め、令和５年度には区の可燃ごみの約４割を収集するに至りました。ま

た、粗大ごみについては、平成 29 年度から大森・調布地区の「粗大ごみ受入れ事

業」を受託しております。加えて、令和５年度に大田区全体の「粗大ごみ申告受付

業務」を受託し、粗大ごみ受付収集システムを導入した受付センターを設置し、あ

わせて電話相談等にも対応しております。現在は、このシステムを受付センター、

各清掃事務所、現場の収集車が共有することで、粗大ごみの受入れ、申告受付業務

を円滑に遂行しております。 

このことなど公社は、田園調布の本部と京浜島の環境資源センターの２事業所で、

定款第４条に定める４項目全ての事業を着実に展開しております。 

区においては、令和７年３月に大田区環境アクションプラン（令和 6 年度まで）

の後継計画となる「第２次大田区環境基本計画（令和 7 年度から）」を策定いたし

ました。公社も今後の事業運営の羅針盤となる「中期経営計画」を令和 7年 3月に

策定し、区の計画と整合性を図りながら取り組みを一層推進することで、区のベス

トパートナーとしての役割を果たしてまいります。 

その第一歩として取り組んでいる食品ロス削減を切り口とした環境啓発事業で

は、小中学生向け出前事業や区民を対象にした啓発事業を展開することに加え、食

品ロス削減事業に関する調査等にも取り組み、SDGs 未来都市に向けた食品ロス削

減に係る普及啓発業務を拡充してまいります。 

公社は、区の外郭団体として、区とともに、持続可能な環境先進都市おおたの実

現に向け、積極的に計画事業を推進してまいります。 

 

一般財団法人大田区環境公社 
理事長  安 藤  充 

 

 

 
 



2 

 

Ⅱ 定款（目的及び事業部分抜粋） 
 
(目的) 

第３条 この法人は、私たちの生活環境における地球温暖化と自然災害、多岐に

わたる深刻なごみ問題、生き物の絶滅危機などの社会問題に、環境公社が先頭に

立ち、区民、事業者と手を取り合いながら、環境、社会、経済などの分野で活躍

し課題解決することで、「こころやすらぎ未来へはばたく笑顔のまち大田区」の

実現に寄与することを目的とする。 

 

 

(事業) 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１）一般廃棄物の収集及び中継業務 

（２）資源循環に関する事業 

（３）環境保全に関する事業 

（４）その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

 

Ⅲ 経営方針 
 

① 公の業務を担う役割を自覚し、受託事業を誠実に履行し、区民サービスの

向上に努めます。 

② 民間事業者として柔軟な発想による事業推進と効率的な事業運営に努め

ます。 

③ 職員が誇りを持ち安心して働ける職場環境を整え、高い知識・技能を持っ

た職員を育成します。 
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Ⅳ 事業一覧 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

田園調布本部          環境資源センター(京浜島) 

 
 
 
  

 

重点項目 

１ 可燃ごみ収集業務 

収集ごみ量に対応した適切かつ効率的な業務執行に努める 

 

２ 粗大ごみ申告受付業務 

粗大ごみ受付収集システムの円滑かつ安定的な運用を図る 

 

３ 食品ロス削減に関する普及啓発等業務 

SDGs未来都市へ向けた食品ロス削減に係る普及啓発業務の拡大に

務める 
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1 可燃ごみの収集業務  ◀継続▶  

（定款第 4条第 1項 一般廃棄物の収集及び中継業務） 

 

（１）公社は区の実施計画に基づき、収集計画を作成し、収集作業を行う。 

 

（２）区内の家庭等から、地域内の集積所に排出された可

燃ごみを週６日（月曜日～土曜日）収集し、区が指定

する清掃工場へ搬入する。 

 

（３）収集車及び運転手は、区と雇上会社との委託契約に

より派遣され、雇上会社から配車された収集車で集積

所に排出された可燃ごみを収集する。 

 

（４）収集作業は、１台当たり１日６回（木曜日から土曜日は５回）行う。 

 

（５）収集時、集積所に可燃ごみ以外の不燃ごみや粗大ごみ等がある場合、警告

シールを貼付し、集積所を所管する清掃事務所に報告する。その後の排出指導

業務は清掃事務所業務となる。 

 

（６）収集ごみ量の見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

重点項目１ 収集ごみ量に対応した適切かつ効率的な業務執行に努める 

計画量 42,600 トン（日量 137 トン） 
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（７）収集受託地域 

大森清掃事務所及び蒲田清掃事務所管内のうち、下図緑色の地域 

 

令和７年度可燃ごみ収集受託地域 

 

管轄清掃事務所 収集受託地域 

大森清掃事務所 「池上一丁目」、「大森中一丁目から三丁目」、「大森東一丁目から

五丁目」、「大森本町二丁目」、「大森南一丁目から五丁目」、「北馬込

一丁目及び二丁目」、「山王一丁目から四丁目」、「中央四丁目から

六丁目」、「中馬込一丁目から三丁目」、「西馬込一丁目及び二丁目」、

「東馬込一丁目及び二丁目」、「平和島五丁目」、「南馬込一丁目及

び二丁目」、「南馬込四丁目から六丁目」 

蒲田清掃事務所 

（調布地区） 

「石川町一丁目及び二丁目」、「鵜の木一丁目から三丁目」、「上池

台一丁目から五丁目」、「北千束一丁目から三丁目」、「北嶺町」、「久

が原一丁目から六丁目」、「千鳥一丁目」、「千鳥二丁目（27番、36

番及び 38 番から 41 番までを除く。）」、「田園調布一丁目から五

丁目」、「田園調布本町」、「田園調布南」、「仲池上一丁目及び二丁

目」、「西嶺町」、「東嶺町」、「東雪谷一丁目から五丁目」、「南久が原

一丁目及び二丁目」、「南千束一丁目から三丁目」、「南雪谷一丁目

から五丁目」、「雪谷大塚町」 

 

環境資源センター

大田区環境公社

多摩川清掃工場

大田清掃工場

羽田空港

令和６年度受託地域



6 

 

 

 

２ 粗大ごみ申告受付業務  ◀継続▶ 

（定款第 4条第 1・2項事業  

一般廃棄物の収集及び中継業務・資源循環に関する事業）  

 

（１）粗大ごみ受付収集体制の整備 

令和５年度から大田区環境公社が粗大ごみ申告受付業務を区から受託する

にあたり、区民からの電話申告及び電話相談等を受けるコールセンター業務の

拠点として「粗大ごみ受付センター」を設置した。また、「粗大ごみ受付収集シ

ステム」を導入して公社及び大田区各清掃事務所等において運用している。 

このシステムを円滑に運用し、電話やインターネットによる申告、問合せや

相談等に対し、適切に対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

粗大ごみ受付センター 

想定受付件数 

約 410,000 件/年 

＜内訳＞ 電話受付 約 140,000 件/年 

インターネット受付 約 270,000 件/年 

 

（２）タブレット端末の導入による収集状況のリアルタイム把握 

令和５年４月から「粗大ごみ受付収集システム」（申告者宅の地図情報や写

真データ等による粗大ごみの状況、現場の様子等の粗大ごみに関する情報を

集約）をインストールしたタブレット端末を収集車に搭載し、収集結果をそ

の場で入力している。このシステムにより現場、各清掃事務所及び粗大ごみ

受付センターにおける収集状況の即時共有が可能になり、業務連絡、住民対

応等に活用されているため、システムの安定的運用を図っていく。 

重点項目２ 粗大ごみ申告受付収集システムの円滑かつ安定的な運用を図る 

【 受付センターの様子 】 
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【 環境資源センターにおける自己持込受入の様子 】 

３ 粗大ごみ受入れ業務  ◀継続▶ 

（定款第 4条第 1項 一般廃棄物の収集及び中継業務）  

 

粗大ごみの収集は、区民が粗大ごみ受付センターに申し込み、確定した収集日、

場所に排出し、それを収集車が収集し、環境資源センター(京浜島)等の中継施設に

搬入する。また、粗大ごみ受付センターに事前予約した区民が、自分の車両により

環境資源センターに搬入する。 

 

(１) 収集車両受入業務実施日時 

   収集車両により搬入される粗大ごみを下記のとおり受け入れる。 

月曜～土曜日 午前８時～午後４時 

 

(２) 粗大ごみ自己持込受入業務実施日時 

申込みにより区民自ら持ち込む粗大ごみを下記のとおり受け入れる。 

月曜～土曜日 午後１時～午後４時 日曜日 午前９時～午後４時 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 粗大ごみ受入れ計画量 

収集地域 計画量 

ア 大森清掃事務所管内収集分 1,385トン（日量 4.5トン） 

イ 蒲田清掃事務所（調布地区）管内収集分 1,289トン（日量 4.2 トン） 

ウ 自己持込受入分 

  （環境資源センター） 

[月～土曜]  6,850件 

[日曜]    15,300件 
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４ 粗大ごみの分別・積替え業務  ◀継続▶ 

（定款第 4条第 2項 資源循環に関する事業） 

 

環境資源センターでは、粗大ごみ収集車両受入分及び粗大ごみ自己持込受入分に

ついて、可燃ごみ、不燃ごみ、資源物等に分別しそれぞれ適正に処理する。 

資源物等は、小型家電、金属類、プラスチック衣装ケース、羽毛布団、自転車等

へ選別し、区が指定する中継車両に積替えをする。 

 

（１）分別・積替え業務実施日時 

月曜～土曜日 午前８時～午後４時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）粗大ごみの分別・積替えの流れ 

粗大ごみの受入後、職員が手作業で資源・可燃・不燃に分別・積替えする。 

   受 入       分 別         積替え 

 

 

 

 

 

 

粗大ごみ受入 

（環境資源センター） 

 

資 源 

 資源化 
小型家電・その他鉄類・羽毛布

団等を分けて積替え 

  リユース 自転車、酒類ケースを積替え 

 可燃ごみ  
大田清掃工場、多摩川清掃工場等へ搬入

用に積替え 

 不燃ごみ  
中防不燃ごみ処理センター、京浜島不燃

ごみ処理センターへ搬入用に積替え 
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（３）資源化想定量 

分 類 想定量 

小型家電 306トン 

その他鉄類 464トン 

プラスチック 50トン 

羽毛布団 2,220枚 

自転車 6,900台 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 可燃ごみ 】 
【 不燃ごみ 】 

【 小型家電 】 【 プラスチック 】 

【 羽毛布団 】 
【 自転車 】 
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５ 食品ロス削減に関する普及啓発等業務  ◀拡充▶ 

（定款第 4条第 3項 環境保全に関する事業） 

 

区民、区内事業者等を対象に食品ロス削減を目的とした普及啓発事業を行う。 

 

（１）区内小中学生及び区民を対象とした食品ロス削減に係る出前授業等の拡充 

引続き、将来を担う区内小中学生を対

象に、食品ロス削減について「知る」「考

える」きっかけとなる出前授業を実施する。 

令和７年度は、区民等を対象にした食品

ロス削減に関する出前講座やイベントでの

啓発活動を地域で実施し、区の SDGs未来都

市へ向けた普及啓発を促進する。 

 

（２）大田区食べきり応援団の管理業務 

区が登録する「大田区食べきり応援団」の受付管理と普及啓発資材の制作・

頒布、広報活動、登録事業者との連絡調整等の運営業務を行う。 

令和７年度は、新規普及啓発資材（ポスター）の作成や登録事業者の拡大に

向けた周知・勧奨を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点項目３ SDGs未来都市へ向けた食品ロス削減に係る普及啓発業務の拡大

出前授業の実施校を拡大する。 

 

【食べきり応援団啓発チラシ】 

【千鳥小学校の出前授業】 
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（３）未利用食品の有効活用に関する支援業務 

区内事業者から排出される未利用食品について、食品を必要としている区内

の福祉団体等で有効活用するための広報活動、相談対応、社会福祉協議会等と

の連絡調整を行う。 

 

（４）食品ロス削減月間における普及啓発 

   「食品ロス削減に関する法律」にて制定された「食品ロス削減月間」におけ

る普及啓発資材の制作、関係団体への配布調整、広報活動等の業務を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）食品ロス削減事業に関する調査業務 

区が「SDGs未来都市」と「自治体 SDGsモデル事業」に選定されたことを

踏まえ、令和４年度から受託している食ロス削減事業などを基本に、環境事

業の更なる充実に取組んで行く必要がある。そのため、食品ロス削減や環境

問題の解決に向け、今後の事業実施における有効性や可能性を探るため、先

進事例や啓発手法等について調査・研究する。 

   調査の結果等を通して今までの取組の輪を広げていくとともに、区民への

行動変容を促進する取組みを加速させていく。 

 

 

  

【食品ロス削減月間チラシ】 
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【 小型家電回収ボックス 】 

６ 田園調布本部における窓口等業務  ◀継続▶ 

（定款第 4条第 4項 その他この法人の目的を達成するために必要な事業） 

 

田園調布本部において、大田区清掃事務所が担う窓口業務の一部を行う。 

令和４年度から調布清掃事務所は蒲田清掃事務所（大田区下丸子二丁目）に組

織統合された。このため、調布地区にお住いの区民の利便性確保のため、窓口業

務の一部を実施する。 

 

（１）場所  

大田区環境公社 田園調布本部（田園調布本町 32-12） 

大田区における施設名は、「調布清掃事業庁舎」となっている。 

 

（２）受付時間 

月曜日から土曜日及び祝日の午前８時 30分から午後４時まで 

ただし、年末年始（12月 31日～１月３日）を除く 

 

（３）業務内容 

ア 防鳥用ネットの貸し出し 

イ 集団回収実績報告書の取次ぎ 

ウ 小型家電回収ボックスの設置等 

エ その他大田区清掃事務所所管事務の問い合わせに対する取次ぎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【 防鳥用ネット 】 
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７ 職員の健康の維持・増進に関する取り組み  ◀継続▶ 

（定款第 4条第 4項 その他この法人の目的を達成するために必要な事業） 

 

（１）「おおた健康経営事業所」及び協会けんぽ「健康企業宣言🄬」 

令和５年度に、区が実施する「おおた健康経営事業所」のブロンズランクに

公社が認定されたこと、あわせて全国健康保険協会（協会けんぽ）東京都支部

の「健康企業宣言🄬」を実施したこと踏まえ、以下の取り組みについて推進す

る。 

ア 定期健康診断及びストレスチェックの受診率 100％を目指す  【継続】 

イ 産業医・職員の主治医等との連携を強化し、適切に職員の健康状態の把

握に努めるとともに、必要な対策の検討を行う          【継続】 

ウ 施設内掲示板において各種資料を掲示する          【継続】 

エ 職員研修の一環として健康講演会を実施する         【継続】 

オ 健康機器の増設を検討する                 【継続】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【おおた健康経営事業所認定証】     【協会けんぽ「健康企業宣言🄬」宣言の証】 

 

（２）職員安全衛生管理体制の整備 

令和５年度に田園調布本部、環境資源センターそれぞれの職員数が 50 名を

超えたことから、それぞれの事業所における安全衛生委員会を設置し毎月開催

してきた。また、令和６年度にはこれまでの労働安全衛生法等に基づく取り組

みのさらなる充実を目指し、公社として職員安全衛生管理規程を制定し、この

規程のもとに労働災害再発防止専門部会を開催するなど安全管理体制を強化

してきた。さらに、令和６年度に大幅に強化した夏期の熱中症対策について継

続し、公社としての組織的な取り組みを推進していく。 
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Ⅴ 経費内訳 
 
 

定款第４条に定める事業に要する経費は、下表のとおりです。 

 

項 目 定 款 
金 額 

（千円） 

（１）可燃ごみ収集業務 
第４条 

第１項 
219,069 

（２）粗大ごみ申告受付準備業務 

（３）粗大ごみ自己持込受入業務及び中継業務 

（４）資源循環に関する業務 

第４条 

第１・２項 
(1)に含む 

（５）食品ロス削減に関する普及啓発等業務 
第４条 

第３項 
1,752 

（６）田園調布本部における窓口等業務 
第４条 

第４項 
(1)に含む 

（７）上記を達成するために必要な人件費  639,428 

 

 


